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１．検討の背景 

（１）調理師養成の現状と課題 

 調理師の免許は、高等学校入学資格を有する者で、「厚生労働大臣の指定する調理師

養成施設において、１年以上、調理、栄養及び衛生に関して調理師として必要な知識

及び技能を取得した者」又は「多人数に対して飲食物を調理して供与する施設や営業

で調理の業務に２年以上従事した後、調理師試験に合格した者」のいずれかに与えら

れる。 

 厚生労働大臣の指定を受けた調理師養成施設の数は、現在、２７４施設あり、その

内訳は、専修学校 147 校、各種学校 3 校、高等学校 106 校、短大・大学別科 2 校、

短大・大学 14 校となっている（図１）。また、2 年制以上の課程の合計数は、11２

となっている（図２）。 

（年度）

図１ 調理師養成施設数の年次推移

（資料：厚生労働省がん対策・健康増進課調べ）
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図２ ２年制等養成課程数の推移
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（資料：厚生労働省がん対策・健康増進課調べ）

 

 調理師免許交付数は、累計で約 359 七人（平成 23 年度現在）である（図３）。23

年度（単年度）の免許交付数は 40,367 人であり、養成施設卒業による者が 16,613

人（全体の 41.2％）、試験合格による者が 23,754 人（全体の 58.8％）である。 

図３ 調理師免許交付数の推移
（人）

（資料：厚生労働省「衛生行政報告例」）
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また、平成 5 年に調理師の就業届出制度が設けられ、2 年ごとに届出を行うことに

なっている。就業調理師数は、平成 22 年現在約 24 七人であり、最も調理師数が多

い就業場所は、飲食店営業であるが、その数は減尐してきている（平成８年約 16.9

七人→平成 22 年約 9.4 七人）（図４）。また、調理師数が一定で推移しているのが、

病院（平成８年約 2.8 七人→平成 22 年約 2.7 七人）及び学校（平成 8 年約 4.3 七

人→平成 22 年約 4.1 七人）、であり、調理師数に増加傾向がみられるのは、社会福

祉施設（平成８年約 3.3 七人→平成 22 年約 4.5 七人）及び介護老人保健施設（平成

８年約 0.3 七人→平成 22 年約 0.８七人）である。 

 

図４ 就業調理師数の推移
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調理師の上位の資格である専門調理師（調理師の資格を持ち、一定の実務経験を経

たもので、調理技術審査に合格したものに与えられる資格取得者）数は、累計で

34,504 名（平成 23 年度現在）である（図５）。23 年度（単年度）の取得者数は、
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716 名であり、そのうち最も多いのが給食用特殊料理で 293 名（全体の 40.9％）、

次いで日本料理が 222 名（全体の 31.0％）の順である。 
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（資料：厚生労働省がん対策・健康増進課調べ）

 

現在、調理師養成施設を卒業して調理師免許を取得する者は、毎年約 1 七６千人に

上る。調理師の就業先は、飲食店が最も多いが、病院、学校、社会福祉施設、介護老

人保健施設など、幅広い分野で活動しており、調理師に求められる知識や技能も多岐

にわたっている。また、専門調理師数も増加してきており、高度な技術も求められて

いる。 

一方、調理師養成施設の修業年限は１年以上とされ、養成施設の種別が専修学校、

高等学校、短期大学など様々であるという特徴もあることから、１年という限られた

修業期間において習得すべき基本的な知識及び技能とは何かを、社会状況の変化も踏

まえ、明確にすることが重要である。その際、調理師免許が、養成施設を卒業した者、
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又は、2 年以上の実務経験を経て調理師試験に合格した者のそれぞれに与えられるこ

とから、いずれの取得方法においても、調理師として必要な知識や技能が習得される

ことに配慮する必要がある。 

 

（２）調理師をめぐる社会状況の変化と調理師養成のあり方 

日本は、世界有数の長寿国であり、現在、高齢化率は 23.0％（平成 22 年）であ

るが、今後、更に進展し、65 歳以上が平成 25 年には４人に１人、47 年には３人に

１人に達すると予測されている（図６）。このような超高齢社会は、世界に類をみない

速さで進展していくことになり（図７）、日本はこうした課題に、先駆的に対応するこ

ととなり、その成果について国際的な発信も求められている。 

 

図６ 人口構造の変化 

 

 

 （資料：総務省「国勢調査」及び「人口推計」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成 24年

1月推計）:出生中位・死亡中位推計」（各年10月1日現在人口）、厚生労働省「人口動態統計」） 
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また、がんや循環器疾患などの生活習慣病が増加し、疾病構造が大きく変化する中、

日本の社会は、疾病や加齢による負担が極めて大きくなると考えられる。国民医療費

は、年々増加し、平成 22 年度で過去最高の 3７兆４２０２億円に達し、年齢階級別

では 65 歳以上が２０兆７１７６億円（５５.4％）となっている（図８）。一方、生活

習慣病は、国民医療費（医科診療医療費）の約3 割、死亡者数の約６割を占めている

（図９）。 
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図７ 主要国における65歳以上人口の対総人口比の推移
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 （資料：厚生労働省「平成2２年度国民医療費の概況」）

図８ 国民医療費の年次推移
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厚生労働省では、平成 25 年度より開始する健康日本２１（第 2 次）において、健

康寿命の延伸と健康格差の縮小を目指し、生活習慣病の発症予防と重症化予防の徹底

を図ることとしている。そのためには、食生活の改善を図ることが重要であり、関連

する具体的な目標が設定されており、良質な食事を通した健康づくりの推進に、調理

師の活躍が期待されている。 

また、食品の安全性が損なわれると、人々の健康に影響を及ぼし、重大な被害を生

じさせるおそれがあるため、食品の安全性の確保は、食生活における基本的な問題で

あり、国民の関心も高まっている。しかしながら、近年、大規模な食中毒の発生や食

中毒による死亡事例など、食の安全を揺るがす事案が後を絶たない状況にある。この

ため、飲食店や病院、学校など各種施設で調理業務に携わる調理師が、安全で安心な

料理の提供を行う意義は、極めて大きい。 

さらに、我が国の食をめぐる状況の変化に伴い、国民が生涯にわたって健全な心身

 （資料：厚生労働省「平成２２年度国民医療費」） （資料：厚生労働省「平成２３年人口動態統計」）

図9 生活習慣病の医療費に占める割合と死亡割合
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を培い、豊かな人間性をはぐくむための食育が緊要な課題となっていることから、平

成 17 年に食育基本法が制定され、平成 23 年度から、第２次食育推進基本計画に基

づく取組が推進されている。その計画の中で、専門職の育成として専門調理師や調理

師の養成を図り、団体による多面的な活動の推進に取り組むこととともに、食事作法

や伝統的な行事食等、我が国の豊かな食文化の醸成を図るため、高度な調理技術を備

えた専門調理師や調理師の活躍が期待されている。 

特に、日本の食文化は、日本の国土に根ざした多様な旬の食材を使用し、栄養バラ

ンスに優れた食事構成や食事の場における自然の美しさの表現、年中行事との密接な

結びつきといった特徴を持つ優れたものであることから、ユネスコ無形文化遺産への

登録申請が行われており、こうした食文化の継承に調理師が担う役割は大きい。 

 一方、調理師養成施設の教科科目等の指定基準については、平成９年の改正から、

すでに 15 年が経過している。この間の調理師をめぐる社会状況の変化とともに、厨

房機器の多様化や衛生管理システムの導入等調理に関する環境も変化してきているこ

とから、時代に即した専門的な知識及び技能を有する調理師の養成が求められている。 

 このため、調理師養成施設における教育内容等の見直しを図ることを目的とし、平

成 24 年 11 月から「調理師の養成のあり方等に関する検討会」を開催し、具体的な

検討を進めてきた。今般、次のとおり検討の結果をとりまとめたので報告する。 

 

２．調理師養成施設のカリキュラムの改正について 

（１）カリキュラム改正の方向性と教育内容及び目標について 

調理師養成施設のカリキュラム改正に当たっては、以下の点に留意して、検討を進

めた。 

① 調理師の基本となる知識及び技能が系統的に習得できるよう、カリキュラムの
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体系化を図ること。 

② 健康の保持・増進、食品衛生の管理、食文化の継承を担う調理師としての自覚

を養うこと。 

③ 調理師としての基本的な態度を身につけるとともに、調理技術の習得に当たっ

て、実習の充実を図ること。 

④ １年制課程での基本となる知識や技能を明確にするとともに、２年制課程での

教育内容の充実を図るため、それぞれにふさわしい教育目標を提示すること。 

これらの留意点を踏まえ、従来の「教科科目」から、各養成施設において教育目標

に応じた教育内容の充実を図ることができるよう、「教育内容」による表記とし、あわ

せて「教育目標」を提示することとした。これにより、各養成施設においては、「教育

内容」に示された領域の中で、「教育目標」に向けた教科科目を設定することが可能と

なる。 

教育内容は、「食生活と健康」、「食品と栄養の特性」、「食品の安全と衛生」、「調理理

論と食文化概論」、「調理実習」及び「総合調理実習」として位置づけ、教育目標につ

いては、基本となる知識や技能の明確化を図るとともに、教育内容の相互の関連が理

解できるように整理した（図 10）。 
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食生活と健康（90時間以上）
＜教育目標＞健康の保持・増進に寄与する食生活の重要性を認識し、我
が国の健康の現状とともに、調理師法、健康増進法及び食育基本法など
の健康づくりや食生活の向上に関する法規や関連する対策及び活動につ
いて理解することを通して、調理師が果たすべき役割を理解する。
＜科目例：公衆衛生学（健康増進関連法規を含む）＞

食品と栄養の特性
（150時間以上）

＜教育目標＞食品の成分や特徴、食品の
加工や貯蔵の方法、生産や流通の仕組み
とともに、エネルギーや栄養素の体内で
の働きに関する知識を習得する。また、
食品、栄養と健康の関わりを理解し、健
康の保持・増進を担う調理師としての自
覚を養う。
＜科目例：食品学、栄養学＞

調理実習
（300時間以上）

＜教育目標＞調理師としての基本的な態度を身につけ、
調理師の業務について、調理技術の習熟度による業務
内容の分担や役割を理解する。

調理の基本技術を反復することにより習得すること
で、その重要性と必要性を理解する。

調理機器・器具の取扱い、食材の扱いと下処理、調
理操作、調味、盛りつけ等の調理過程全体の基本技術
を学ぶとともに、各種料理の特性を調理を通して理解
する。

調理理論と食文化概論（180時間以上）
＜教育目標＞調理の原理について、栄養面、安全面、嗜好面（おいしさ）等から、科学
的に理解するとともに、調理に使う食材の特徴、調理の基本操作、調理の目的や規模に
応じた調理器具・設備等に関する知識を習得する。

食文化の成り立ち、日本と世界の食文化及びその料理の特性を理解し、食文化の継承
を担う調理師としての自覚を養う。
＜科目例：調理理論、食文化概論＞

食品の安全と衛生
（150時間以上、うち実習30

時間以上）
＜教育目標＞、食品の安全の重要性を認
識し、飲食による危害の原因とその予防
法に関する知識や技術を習得するととも
に、食品衛生に関する法規及び対策の目
的や内容を理解し、食品衛生の管理を担
う調理師としての自覚を養う。
＜科目例：食品衛生学（衛生関連法規を含む）＞

総合調理実習
（90時間以上）

＜教育目標＞調理師の業務全
体を理解するために、衛生管
理、献立・調理、食事環境、
接遇等を総合的に学ぶ。

集団調理の基本技術を学ぶ
とともに、食品、栄養と健康
の関わりについて、調理を通
して食事に調整する意義を理
解する。

図1０ 教育内容・教育目標の概要

調理師法（抜粋）
＜目的＞この法律は、調理師の資格等を定めて調理の業務に従事する者の資質を向上さ
せることにより調理技術の合理的な発達を図り、もって国民の食生活の向上に資するこ
とを目的とする。
＜調理師の免許＞調理師の免許は、次の各号の一に該当する者に対し、その申請に基づ
いて都道府県知事が与える。
学校教育法第五十丂条に規定する者で、厚生労働大臣の指定する調理師養成施設におい
て、一年以上、調理、栄養及び衛生に関して調理師たるに必要な知識及び技能を修得し
たもの （後略）
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「食生活と健康」においては、健康の保持・増進に寄与する食生活の重要性を認識

し、我が国の健康の現状とともに、調理師法、健康増進法及び食育基本法などの健康

づくりや食生活の向上に関する法規や関連する対策及び活動について理解することを

通して、調理師が果たすべき役割を理解することを、目標とした。 

「食品と栄養の特性」においては、食品の成分や特徴、食品の加工や貯蔵の方法、

生産や流通の仕組みとともに、エネルギーや栄養素の体内での働きに関する知識を習

得すること、並びに食品、栄養と健康の関わりを理解し、健康の保持・増進を担う調

理師としての自覚を養うことを、目標とした。 

「食品の安全と衛生」においては、食品の安全の重要性を認識し、飲食による危害

の原因とその予防法に関する知識や技術を習得するとともに、食品衛生に関する法規

及び対策の目的や内容を理解し、食品衛生の管理を担う調理師としての自覚を養うこ

とを、目標とした。 

 従来の衛生法規について、食品衛生に関する法規は、ここに含めることとした。

なお、調理師法、健康増進法や食育基本法など健康づくりや食生活に関する法規は、

食生活と健康に含めることとした。 

「調理理論と食文化概論」においては、調理の原理について、栄養面、安全面、嗜

好面（おいしさ）等から、科学的に理解するとともに、調理に使う食材の特徴、調理

の基本操作、調理の目的や規模に応じた調理器具・設備等に関する知識を習得するこ

と、並びに食文化の成り立ち、日本と世界の食文化及びその料理の特性を理解し、食

文化の継承を担う調理師としての自覚を養うことを、目標とした。 

「調理実習」においては、調理師としての基本的な態度を身につけ、調理師の業務

について、調理技術の習熟度による業務内容の分担や役割を理解すること、調理の基

本技術を反復することにより習得することで、その重要性と必要性を理解すること、
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並びに調理機器・器具の取扱い、食材の扱いと下処理、調理操作、調味、盛りつけ等

の調理過程全体の基本技術を学ぶとともに、各種料理の特性を調理を通して理解する

ことを、目標とした。  

「総合調理実習」においては、調理師の業務全体を理解するために、衛生管理、献

立・調理、食事環境、接遇等を総合的に学ぶこと、並びに集団調理の基本技術を学ぶ

とともに、食品、栄養と健康の関わりについて、調理を通して食事に調整する意義を

理解することを、目標とした。 

 また、授業時間の総時間数は現行のままとし、教育内容の充実を図るため、教育内

容ごとの授業時間数は、表１の通りとした。 

表１ 教育内容及び授業時間数 

教育内容 授業時間数（単位数） 

食生活と健康 90 時間（ 3 単位）以上 

食品と栄養の特性 150 時間（ 5 単位）以上 

食品の安全と衛生 150 時間（ 5 単位）以上 

調理理論と食文化概論 180 時間（ 6 単位）以上 

調理実習 300 時間（10 単位）以上 

総合調理実習 90 時間（ 3 単位）以上 

計 960 時間（32 単位）以上 

 

特に技能の習得に向けては、講義ととともに実習を通して学ぶことを基本とし、「食

品の安全と衛生」のうち 30 時間以上を実習とするとともに、「食品と栄養の特性」及

び「調理理論と食文化概論」については、「調理実習」及び「総合調理実習」において

必要な技能の習得を行えるように整理した。なお、「食品と栄養の特性」についても、
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実習を通して学ぶ意義を踏まえ、実習を組み合わせて実施することが望ましい。 

 近年、2 年制課程が増加してきていることを踏まえ、それらの課程での教育内容の

充実を図るため、基本となる教育内容に加え、２年制課程で行うことが望ましい教育

内容及び教育目標を提示した（図 11）。 

図11 2年制課程における教育内容

高度調理技術実習
＜教育目標＞
飲食店の業態や給食施設の種
別に応じた、高度な調理技術
を習得するとともに、実践を
通して、顧客や対象者の糖尿
病等の身体の状況、嗜好等の
ニーズに合わせたサービスを
習得する。

フードサービス実習
＜教育目標＞
フードサービス産業の成り立ち
及び動向を理解し、フードビジ
ネスの運営管理を理解する。
また、飲食店等を想定し、メ
ニュー開発、企画等を含めたシ
ミュレーション実習を通して、
実践的な技術を習得する。

調理に関する国際コミュニケーション
＜教育目標＞
レシピやメニューの理解に必要となる外国語の能力、厨房にお
ける調理や接客に求められる国際的なコミュニケーション能力
を養う。

1年制課程の教育内容

 

 教育内容は、「高度調理技術実習」、「フードサービス実習」及び「調理に関する国際

コミュニケーション」とし、教育目標については、次の通りとした。 

 「高度調理技術実習」においては、飲食店の業態や給食施設の種別に応じた、高度

な調理技術を習得するとともに、実践を通して、顧客や対象者の糖尿病等の身体の状

況、嗜好等のニーズに合わせたサービスを習得することを、目標とした。  
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「フードサービス実習」においては、フードサービス産業の成り立ち及び動向を理

解し、フードビジネスの運営管理を理解すること、並びに飲食店等を想定し、メニュ

ー開発、企画等を含めたシミュレーション実習を通して、実践的な技術を習得するこ

とを、目標とした。  

「調理に関する国際コミュニケーション」においては、レシピやメニューの理解に

必要となる外国語の能力、厨房における調理や接客に求められる国際的なコミュニケ

ーション能力を養うことを、目標とした。  

 

（２）教員の資格要件について 

 専門調理師の取得者数の増加を踏まえ、調理師の資質向上に向けて専門調理師の

位置づけを明確にするとともに、カリキュラムの改正に伴い、従来、調理師養成施設

指導要領において教科科目ごとに詳細に規定していた教員の資格要件について、次の

通り、見直すこととした。 

①専任教員のうち 1 人以上は、専門調理師であること。また、「調理実習」及び「総

合調理実習」を担当する教員は、専門調理師であること。 

なお、現行の教員資格を踏まえ、調理師であって専門調理師と同等以上の能力があ

る者の要件についても検討する必要がある。 

②「調理実習」、「総合調理実習」を除く教育内容を担当する教員は、担当する教育

内容に関する科目を大学等において修めた者であって、当該大学等を卒業した後２年

以上、その担当する教育内容に関し教育研究若しくは実地指導に従事した経験を有す

る者若しくはこれと同等以上の能力があると認められる者又は特殊な分野について教

育上の能力があると認められる者であること。 
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（３）施設・設備について 

 施設については、現行どおり、調理実習室、集団給食実習室において教育上必要な

設備を有する必要がある。しかしながら、実習室に備える器具や備品については、時

代とともに進化していくので、固有の名称ではなく、必要な機能や用途がわかるよう

その表現方法を工夫することとし、具体的な器具や備品は、養成施設が教育目標に沿

って必要なものを置くことができるように、見直した（表２）。 

 なお、食品衛生実験に必要な器具については、調理実習室に規定するのではなく、

独自に設けた食品衛生実験室で器具を用いた実験等を行うことも可能であるため、養

成施設に備えるべき器具として規定することとした。 

表２ 施設ごとの器具、備品等 

実習室名等 器具その他の備品等 

調理実習室 冷却用機器  

加熱調理機器  

調理台  

流し  

食器保管庨 

調理実験器具 

その他必要な調理実習用用具、器具及び設備 

集団給食調理実習室 冷却用機器  

加熱調理機器  

食器の洗浄及び消毒用機器  

配膳及び配食用機器  

調理台  

流し  

食器保管庨  

その他必要な集団給食調理実習用用具及び器具 

食品衛生上の危害の発生を防止するための措置が講じられた集

団給食調理実習を行うための施設及び設備 

その他 食品衛生実験に必要な用具、機器及び設備を教育上必要な数以上

備えていること。 
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３．調理師試験の見直しについて 

 調理師試験については、養成施設卒業による資格取得者との整合性を図るために、

調理師養成施設のカリキュラムの見直しに合わせ、試験科目、科目ごとの出題問題数

の割合を次のように定めるのが適当である。 

 試験科目については、現行の７科目から、衛生法規を除く６科目とした。 

科目ごとの出題数の割合については、衛生法規に関して、食品衛生に関する法規を

食品衛生学に含めることとし、食品の安全と衛生の重要性も踏まえ、食品衛生学の割

合を 20％から 25％に増やすこととした。その他の科目の割合については、現行どお

りとした（表３）。 

表３ 科目名及び出題数の割合 

科目名 問題数に占める割合 

公衆衛生学 15％ 

食品学 10％ 

栄養学 15％ 

食品衛生学 25％ 

調理理論 30％ 

食文化概論 5％ 

 

４．今後に向けて 

今回の改正で、新たに教育目標を提示することとなったので、今後は、習得状況を

評価し、継続的に教育内容や教育目標の検証を行うことが重要な課題となる。また、

教科科目は、各養成施設で教育内容ごとに教育目標に沿って設定することとなるので、

教科科目の設定の工夫について、養成施設内あるいは養成施設間で熟考を重ね、より
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良い事例について共有し、養成施設全体の質を向上させていく仕組みも必要である。 

国民の健康の保持・増進、食品の衛生管理、食文化の継承の一層の推進の観点から、

多数人に対して飲食物を調理して供与する施設における専門調理師や調理師の配置の

促進に向けては、特定給食施設における調理師の配置状況を把握するとともに、就業

届出の様式の見直し等により専門調理師の就業状況の把握についても検討する必要が

ある。 

また、調理師養成施設の卒業証書、専門調理師や調理師の資格を有することの証書

を英文で表記する仕組みを検討するなどして、日本における各種料理の質の高い調理

技術や標準化の技術を、世界に発信していくことも重要となる。 

調理師の資質の更なる向上に向けて、目指すべき調理師像に到達するために、専門

職としての資質の向上を図る仕組みをどう構築するかは、重要な課題である。専門調

理師制度について、社会のニーズに即した多様な領域で、高度な調理技術を評価でき

るよう、その充実を図るとともに、関係団体による研修やコンクールの開催、一般社

団法人日本病院調理師協会による病院調理師の認定など、民間団体における取組も含

め、関係団体や関係者の連携により資質向上に向けた体制について総合的に検討して

いくことも必要である。 
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（参考） 

【検討会開催状況】 

第 1 回 平成 24 年 11 月 22 日 

＜調理師養成のあり方の基本的方向性について＞ 

 

第 2 回 平成 24 年 12 月 20 日 

＜教育内容・教育目標等について、施設・設備の見直しについて、教員資格の見直し

の方向性について＞ 

 

第 3 回 平成 25 年 1 月 25 日 

＜教育内容・教育目標等について、教員資格の見直しの方向性について、その他の見

直しについて＞ 

 

第 4 回 平成 25 年 2 月 19 日 

＜調理師の養成のあり方等に関する検討会報告書（案）について＞ 
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政安 静子  社会福祉法人 いくり苑那珂福祉施設長  

 

山中 一男  中国料理 古月 料理長  
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